
○

法

務

省

令

第

四

号

少

年

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

三

年

法

律

第

四

十

七

号

）

の

施

行

に

伴

い

、

並

び

に

少

年

院

法

（

平

成

二

十

六

年

法

律

第

五

十

八

号

）

第

二

十

四

条

第

三

項

第

三

号

及

び

第

六

十

一

条

並

び

に

少

年

鑑

別

所

法

（

平

成

二

十

六

年

法

律

第

五

十

九

号

）

第

二

十

五

条

及

び

第

四

十

二

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

少

年

院

法

施

行

規

則

及

び

少

年

鑑

別

所

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

令

和

四

年

二

月

一

日

法

務

大

臣

古

川

禎

久

少

年

院

法

施

行

規

則

及

び

少

年

鑑

別

所

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

（

少

年

院

法

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

一

条

少

年

院

法

施

行

規

則

（

平

成

二

十

七

年

法

務

省

令

第

三

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

、

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

そ

の

標

記

部

分

に

二

重

傍

線

を

付

し

た

規

定

を

加

え

る

。

改

正

後

改

正

前

（
法
第
二
十
四
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
事
情
）

（
法
第
二
十
四
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
事
情
）

第
十
六
条

法
第
二
十
四
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
事
情
は

第
十
六
条

法
第
二
十
四
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
事
情
は

、
次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

成
年
に
達
し
た
者
に
つ
い
て
、
自
ら
の
責
任
に
基
づ
き
自
律
的
に
社
会
生
活
を

［
号
を
加
え
る
。
］

営
む
た
め
に
必
要
な
自
覚
が
欠
如
し
、
又
は
必
要
な
知
識
及
び
行
動
様
式
が
身
に

付
い
て
い
な
い
こ
と
。

（
自
弁
の
物
品
の
使
用
等
）

（
自
弁
の
物
品
の
使
用
等
）

第
三
十
七
条

［
略
］

第
三
十
七
条

［
同
上
］

２

在
院
者
に
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
物
品
は
、
下
着
（
法
務
大
臣
が

２

在
院
者
に
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
物
品
は
、
下
着
（
法
務
大
臣
が



定
め
る
品
名
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
靴
下
に
つ
い
て
、
自
弁
の
も
の
の
使
用
を
許

定
め
る
品
名
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
靴
下
に
つ
い
て
、
自
弁
の
も
の
の
使
用
を
許

す
も
の
と
す
る
ほ
か
、
そ
れ
ら
以
外
の
物
品
に
つ
い
て
は
、
護
送
す
る
場
合
、
法
第

す
も
の
と
す
る
ほ
か
、
そ
れ
ら
以
外
の
物
品
に
つ
い
て
は
、
護
送
す
る
場
合
、
法
第

三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
矯
正
教
育
を
少
年
院
の
外
の
適
当
な
場
所
で
行
う
場
合
、

三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
矯
正
教
育
を
少
年
院
の
外
の
適
当
な
場
所
で
行
う
場
合
、

院
外
委
嘱
指
導
を
受
け
さ
せ
る
場
合
、
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条

院
外
委
嘱
指
導
を
受
け
さ
せ
る
場
合
及
び
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同

第
一
項
の
支
援
を
少
年
院
の
外
の
適
当
な
場
所
で
行
う
場
合
そ
の
他
法
務
大
臣
が
定

条
第
一
項
の
支
援
を
少
年
院
の
外
の
適
当
な
場
所
で
行
う
場
合
に
お
い
て
適
当
と
認

め
る
場
合
に
お
い
て
適
当
と
認
め
る
と
き
に
限
り
、
自
弁
の
も
の
の
使
用
を
許
す
こ

め
る
と
き
に
限
り
、
自
弁
の
も
の
の
使
用
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

［
３
～
７

略
］

［
３
～
７

同
上
］

（
面
会
の
日
の
制
限
）

（
面
会
の
日
の
制
限
）

第
五
十
六
条

少
年
院
の
長
は
、
そ
の
少
年
院
に
お
い
て
面
会
（
付
添
人
等
（
付
添
人

第
五
十
六
条

少
年
院
の
長
は
、
そ
の
少
年
院
に
お
い
て
面
会
（
付
添
人
等
（
付
添
人

又
は
在
院
者
若
し
く
は
そ
の
保
護
者
、
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
、
配
偶
者
、
直
系
の

又
は
在
院
者
若
し
く
は
そ
の
保
護
者
の
依
頼
に
よ
り
付
添
人
と
な
ろ
う
と
す
る
弁
護

親
族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
依
頼
に
よ
り
付
添
人
と
な
ろ
う
と
す
る
弁
護
士
を
い
う

士
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
弁
護
人
等
（
弁
護
人
又
は
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二

。
以
下
同
じ
。
）
又
は
弁
護
人
等
（
弁
護
人
又
は
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
弁
護
人
と
な
ろ
う

律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者

と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
面
会
及
び
宿
泊
面
会
を
除
く
。
）
を
許
す

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
面
会
及
び
宿
泊
面
会
を
除
く
。
）
を
許
す
日
（
以
下

日
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
面
会
日
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
面
会
日
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（

少

年

鑑

別

所

法

施

行

規

則

の

一

部

改

正

）

第

二

条

少

年

鑑

別

所

法

施

行

規

則

（

平

成

二

十

七

年

法

務

省

令

第

三

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

次

の

表

に

よ

り

、

改

正

前

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

を

こ

れ

に

対

応

す

る

改

正

後

欄

に

掲

げ

る

規

定

の

傍

線

を

付

し

た

部

分

の

よ

う

に

改

め

る

。



改

正

後

改

正

前

（
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
在
所
者
）

（
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
在
所
者
）

第
十
三
条

法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
在
所
者
は
、
更
生
保
護

第
十
三
条

法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
法
務
省
令
で
定
め
る
在
所
者
は
、
更
生
保
護

法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第

法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項

一
項
、
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
又
は
第
八
十
条
第
一
項
の

又
は
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
鑑
別
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
と
す
る

規
定
に
よ
り
少
年
鑑
別
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
と
す
る
。

。

（
在
院
中
在
所
者
の
自
弁
の
物
品
の
使
用
等
）

（
在
院
中
在
所
者
の
自
弁
の
物
品
の
使
用
等
）

第
二
十
六
条

［
略
］

第
二
十
六
条

［
同
上
］

２

在
院
中
在
所
者
に
は
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
物
品
は
、
下
着

２

在
院
中
在
所
者
に
は
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
物
品
は
、
下
着

（
法
務
大
臣
が
定
め
る
品
名
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
靴
下
に
つ
い
て
、
自
弁
の
も

（
法
務
大
臣
が
定
め
る
品
名
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
靴
下
に
つ
い
て
、
自
弁
の
も

の
の
使
用
を
許
す
も
の
と
す
る
ほ
か
、
そ
れ
ら
以
外
の
物
品
に
つ
い
て
は
、
護
送
す

の
の
使
用
を
許
す
も
の
と
す
る
ほ
か
、
そ
れ
ら
以
外
の
物
品
に
つ
い
て
は
、
護
送
す

る
場
合
そ
の
他
法
務
大
臣
が
定
め
る
場
合
に
お
い
て
適
当
と
認
め
る
と
き
に
限
り
、

る
場
合
に
お
い
て
適
当
と
認
め
る
と
き
に
限
り
、
自
弁
の
も
の
の
使
用
を
許
す
こ
と

自
弁
の
も
の
の
使
用
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

［
３
～
７

略
］

［
３
～
７

同
上
］

（
面
会
の
日
の
制
限
）

（
面
会
の
日
の
制
限
）

第
四
十
七
条

少
年
鑑
別
所
の
長
は
、
在
所
者
と
し
て
の
地
位
の
別
ご
と
に
、
そ
の
少

第
四
十
七
条

少
年
鑑
別
所
の
長
は
、
在
所
者
と
し
て
の
地
位
の
別
ご
と
に
、
そ
の
少

年
鑑
別
所
に
お
い
て
面
会
（
付
添
人
等
（
付
添
人
又
は
在
所
者
若
し
く
は
そ
の
保
護

年
鑑
別
所
に
お
い
て
面
会
（
付
添
人
等
（
付
添
人
又
は
在
所
者
若
し
く
は
そ
の
保
護

者
、
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
、
配
偶
者
、
直
系
の
親
族
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
の
依
頼

者
の
依
頼
に
よ
り
付
添
人
と
な
ろ
う
と
す
る
弁
護
士
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は

に
よ
り
付
添
人
と
な
ろ
う
と
す
る
弁
護
士
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
弁
護
人
等

弁
護
人
等
（
弁
護
人
又
は
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第

（
弁
護
人
又
は
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
九
条

三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

第
一
項
に
規
定
す
る
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
面

）
と
の
面
会
を
除
く
。
）
を
許
す
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
面
会
日

会
を
除
く
。
）
を
許
す
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
面
会
日
」
と
い
う

」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。



［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ

の

省

令

は

、

少

年

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

の

施

行

の

日

（

令

和

四

年

四

月

一

日

）

か

ら

施

行

す

る

。


